
 

 

 

  

 

 働くことを認められていない外国人を雇った人や不法入国を
手助けした人たちに対する罰則が今後強化される予定です。   
  

 那須烏山警察署 
　 　 電話０２８７（８２）０１１０ 

 田野倉駐在所 
　 　 電話０２８７（８８）２４００

田野倉駐在所だより
 発 行 
  

 令和７年６月

  覚醒剤、大麻、ＭＤＭＡ、危険ドラッグ等の違法薬物は、精神に影響を及ぼし、習慣性

があるため、使用等が法律により禁止又は制限されています。  

　これらの薬物を乱用すると、精神や身体をむしばむばかりでなく、薬理作用から、幻覚、

妄想等の精神障害に陥り、殺人、放火等の重大事件、交通事故を引き起こす場合もあるな

ど、社会の安全を脅かすものです。  

田 野 倉 駐 在 管 内 事 件 発 生 状 況  
　 　 　 　 　 　 　 　  (Ｒ 7年１月～5月の累計） 

                      　 　 　 （前年比  －１件）
          

     

     事 　 件  発 生      
     

 盗 難  ４  件      
     

 そ の 他 の 犯 罪  ２  件      

    　
  今 月 は 器 物 損 壊 １ 件 と 車 上 ね ら い １ 件 の
発 生 が あ り ま し た 。  

　  
          

 
 
 

県警ホームページ

○架空料金請求詐欺に注意○ 

架空料金請求詐欺とは 
 

 未払いの料金があるなど、架空の事実を口実 
 

とし、金銭等をだまし取る手口です。

⚠ ⚠詐欺の手口の巧妙化  

・国際電話からの着信が急増 

   ＋１８等から始まる着信に注意 
 

・自動音声による案内 

　  音声ガイダンスで料金未納や 

 法的措置に移行するなどの通知をされる。 
 

・電子マネーでの支払い要求 

　  コンビニ等での電子マネー（プリペイドカー　
  ド）の購入を誘導される。 
 

★ 大 麻 等 薬 物 乱 用 の 防 止 ★ 

○　不法滞在者（不法入国者、不法残留者）が働いてお金を稼ぐこと。 

○　働くことが認められていない在留資格の外国人が、許可なく働いて

　お金を稼ぐこと。


